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案 件 名 2027年国際園芸博覧会 （GREEN×EXPO2027）を活用した教育プログラムの実施について

所　　　管
局
区

部 課 担当者 内線

事案概要

2027年国際園芸博覧会 （GREEN×EXPO2027）の開催にあたり、横浜市が市立小・中・高等学校の児童生徒を対象とした教
育プログラムの検討を始め、また、開催地近隣市に対し、同事業の実施について提案を行っていることから、本市においても、同
事業の実施方法について方針を固め、検討を開始するもの

審議事項

相模原市立小中学校の児童生徒を対象とし、2027年国際園芸博覧会GREEN×EXPO2027）
を活用した教育プログラムの検討を開始すること。

庁議で決定
したいこと及び

想定（希望）
している結論

審議結果
（政策課記入）

市長公室

教育

政策 政策

教育総務

（様式１）

事 案 調 書 決 定 会 議
審議日 令和７ 8 18

年度

事業スケジュール　/　事業経費・財源　/　必要人工

〇事業スケジュール

R７ R８ R９

○原案のとおり承認する。

事業効果
総合計画との関連

事業効果 平素と異なる環境で自然や文化などに親しむ機会が得られる。

効果測定指標 施策番号 3

R７ R８ R９

事業効果
年度目標

実施
内容

【

★

○「調整会議」、「決定会議

○

○

○

○事業効果

○効果測定指標（定量面

○施策番号

○事業効果年度目標

○事業スケ

他市の動向調査

参加校

決定

（１２月）

庁議

(方針)
実施方法の検討

参加校・日程調整

（４月～１０月）

参加校下見

（３～４月）

郊外活動実施

（４～６月）

庁議

(事業の

実施)

１２月

補正

チケット

購入

バス

借上げ

契約

神奈川県への

費用負担申し入れ

横浜市への

バス確保申し入れ
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〇事業経費・財源 （千円）

項目 補助率/充当率 R７ R８ R９ R１０ R１１ R1２ R1３

事業費（教育費） 124,800

うち任意分 124,800

国、県支出金

一般財源 0 124,800 0 0 0

その他

0 0

特
財

地方債

うち任意分

捻出する財源※２

捻出する財源概要

税源涵養
（事業の税収効果）

〇必要人工（事業実施に当たり、新たな人員配置を求める場合のみ記入） （人工）

0 0 0

元利償還金（交付税措置分を除く）

一般財源拠出見込額 0 124,800 0 0

R1１ R１２ R1３

実施に係る人工 A

項目 R７ R８ R９ R１０

局内で捻出する人工※ B

必要な人工 C=A-B 0 0 0 0 0 0 0

局内で捻出する人工概要

SDGs
関連ゴールに○

〇

日程等
調整事項

条例等の調整 なし 議会提案時期 -

〇 〇

報道への情報提供 なし

パブリックコメント なし 時期 - 議会への情報提供 なし ー

事前調整、検討経過等

調整部局名等 調整内容・結果

財政課 事業費概算、財源等について

学校教育課 教育課程への影響等について

備　　考

※カラーユニバーサルデザイン確認済

○事業経費・財源

○必要人工

○本件事業が関連す
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（庁議結果）

【国際園芸博覧会の効果について】
〇(人事・給与課総括副主幹)横浜市から教育に絡めた提案を受けている形であるが、有り体に言えば、チケットを購入してもら
い、博覧会に参加してもらいたいということか。
→（政策課総括副主幹）主催者側の横浜市からすれば参加者が増え、イベントの盛り上がりに寄与するという考えがあると思わ
れる。本市としては、出展することの意思決定、国際交流事業に参加することの意思決定をとっているところであり、これらに加
え、貴重な博覧会が極めて近接した場所で開催される中で、子どもたちがイベントに参加できる機会を創出することに意義があ
ると考えている。

【対象者について】
〇(中央区区政策課長)私立小中学校を対象に加えた場合、かなり人数が増加するのか。
→（政策課総括副主幹）人数が倍になるといった話にはならないが、学校方式となると、スケジュール感や行事に対する考え
方が違ってくると思われ、市立小中学校での実施が現実的であると考えている。一方でチケット配付方式とした場合には、
例えば、市内在住の私立小中学校在学者など、対象の枠を広げるといった検討の余地があると考えている。
→（中央区区政策課長）横浜市は市立の学校に限定しているのか。
→（政策課総括副主幹）市立の学校に限定した提案となっているが、横浜市においても現時点での想定であると認識してお
り、詳細な設計は変わる可能性があると思われる。

【近隣自治体との調整について】
〇(財政課総括副主幹)横浜市から提案を受けた中で、県内の自治体による博覧会に向けた協議の場が設置される予定はある
か。
→（政策課総括副主幹）おそらくそうした動きはないものと思われるが、情報収集を積極的に行い、動向を踏まえながら、一定程
度足並みを揃えていく必要があると考えている。また、近隣市といっても、本市緑区と南区からでは移動距離が大きく違うこと
から、市域間においても、立地特性を踏まえた判断が必要になると考えている。

【チケット配付による方法について】
〇（人事・給与課総括主幹）チケットの配付上限数はあるのか。
→（政策課総括副主幹）売れ行きなどを想定できる段階になく、配付規制のようなものがあることもゼロではないかもしれない
が、近隣自治体に声をかけていることを踏まえても、ぜひ来てほしいという姿勢であると思われる。
→（人事・給与課総括主幹）全児童生徒への配付も可能ということか。
→（政策課総括副主幹）横浜市が市立学校の全児童生徒をベースに提案しているため、問題ないと考えている。
〇(総務法制課長)チケット配付とした場合、学習効果の担保をどのように考えているか。
→（教育総務課長）チケット配付時に博覧会の意図について触れることが考えられるが、SDGｓスタディツアーのように、何週も
かけて教育課程の中で実施することは難しいと考えている。
→（総務法制課長）必ず博覧会に行ってもらうのか。
→（教育総務課長）強制はできないと考えている。
→（総務法制課長）転売対策のようなものが必要になるか。
→（政策課総括副主幹）そうしたことの対策が必要となってくるが、幅広く触れてもらうことが目的として優位に立つのであれ
ば、配付という考えもあると考えている。

【その他】
〇(シティプロモーション戦略課長)期待される効果に「SDGｓについて学ぶ機会になる」とある中で、小学校３年生は「ＳＤＧｓス
タディツアーがある。」と記載されている。それならば、ＳＤＧｓスタディツアーの代わりに博覧会に参加すればよいという考えに
ならないか。
→（政策課総括副主幹）その場合、意義があるものとして実施しているSDGｓスタディツアーに参加できなくなる。代替であり、
上位互換であると整理することも考えられるが、現段階の例示としては、この表現とさせていただいている。

原案のとおり承認する。

庁議におけるこれまでの議論

（開催日） R7.8.7 （庁議種類） 調整会議
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2027年国際園芸博覧会

（GREEN×EXPO2027）を活用した

教育プログラムの実施について

市長公室 政策部 政策課
教育局 教育総務課

８月１８日（月）決定会議
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１ 2027年国際園芸博覧会(GREEN×EXPO2027)の概要

博覧会種別 ： Ａ1（最上位）クラス
開催期間 ： 2027年３月19日(金)～９月26日(日) 
開催場所   ： 横浜市・旧上瀬谷通信施設
参加者数   ： 1500万人 （有料来場者数：1000万人以上）
出展国数    ： 70の国・国際機関
開催主体  ： 公益財団法人2027年国際園芸博覧会協会

（会長：筒井 義信（一般社団法人日本経済団体連合会会長）)

＜本市における国際園芸博覧会に係る決定事項＞

・屋外出展への参加 （水みどり環境課・公園課）
R6.6.11 戦略会議で承認

・フレンドシップ事業への参加 （国際課）
R7.6.19 調整会議で承認
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２ 経過

【教育プログラム】
未来を担う子供たちが、地球規模の課題を自分事として捉え、新しいグリーン
社会への意識を高めるきっかけとなるようなプログラム

横浜市において、国際園芸博覧会を活用した教育プログラムの実施を検討

横浜市から神奈川県内の開催地近隣市に対し、チケット配付事業の
実施について提案

＜大阪・関西万博の事例＞
大阪府が「児童・生徒招待事業」によりチケット配付
対象者：小・中・高等学校に在籍している児童・生徒（学校単位 又は 個人）

  府内在住の4,5歳児（申請制）
  府外の小・中・高等学校に通う児童・生徒（申請制）

＋
大阪府内各市で独自施策

⇒この事業の一環として、横浜市立小・中・高等学校の児童生徒への
チケット配付及び学校単位での参加を検討  
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３ 期待される効果

・ 平素と異なる環境で自然や文化などに親しむ機会が得られる

・ 環境やSDGｓについて学ぶ機会になる

・ 従来行っている校外学習の代替として活かすことができる

【学習指導要領における特別活動（遠足・集団宿泊的行事）の指導内容 抜粋】

 平素と異なる生活環境にあって、見聞を広め、自然や文化などに親しむと
ともに、集団生活の在り方や公衆道徳などについての体験を積むことができ
るようにすること。

・ A1（最上位クラス）の博覧会を見学する機会が得られる
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４ 実施方法【審議事項】

（１） 学年指定方式

（２） 手上げ方式

（３） チケット配付

 相模原市立小学校４年生、中学校２年生を対象に、
学校行事としてバスを借り上げ、全校実施

相模原市立小中学校全児童生徒にチケット配付、個人で参加

相模原市立小学校４年生、中学校２年生を対象に、
学校行事としてバスを借り上げ、希望する学校のみ実施

以上の３パターンで、学校の意向、バス手配など、
 諸条件を勘案し決定することとする。

※（１）、（２）は義務教育学校4年生及び8年生、（３）は義務教育学校全学年を含む



＜対象者の考え方＞

 学校単位とする場合、下記の表のとおり課題があるため、小学校４年
生と中学校２年生を対象とするもの。

 全児童生徒を対象とする場合は、個人参加とする必要がある。

小 学 校

１年 × １日日程の校外学習は難しい。広大な施設での安全面が心配。

２年 × 小１と同様

３年 △ 同時期にＳＤＧｓスタディツアーがある。

４年 〇 他学年より実施しやすい。学習との関連性を持たせやすい。

５年 × 野外体験教室の宿泊体験学習がある。余剰時数がない。

６年 × 修学旅行、連合運動会がある。余剰時数がない。

中 学 校

１年 × 野外体験教室の宿泊体験がある。

２年 △ 他学年より実施しやすい。鎌倉や横浜遠足の代替として可能か。

３年 × ２泊３日の修学旅行がある（４月～６月）

6
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５ 課題・調整事項

・ バスの確保

・ 雨天時の対応

・ 荒天や学級閉鎖等で中止にした場合の代替日設定

・ ４月下旬から６月上旬にしか実施できない

（手上げ方式の場合）

・ 行く学校と行かない学校が生じ、保護者や市民等から
  疑問の声が出る可能性

・ 参加校が少ない場合の対応

（１） 学校における課題

（２） 他自治体との調整事項

・ 神奈川県への費用負担申し入れ

・ 横浜市へのバス確保申し入れ
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６ スケジュール（学校単位で実施する場合）
令和７年度 令和８年度 令和９年度

庁内

市 学校

学校

推進協、
校長会へ
頭出し

随時情報提供
（費用、日程、バス手配等）

参加校、日程調整
（４～１０月） 参加校下見

（３～４月）

郊外活動実施
（４～６月）

参加校
決定
（１２月）

庁議
（方針）
（８月）

庁議
（事業
の実施）
（８月）

１２月
補正
予算

バス
借上
契約

チケット
購入

・他市の動向調査
・神奈川県への費用負担申し入れ
・横浜市へのバス確保申し入れ

実施方法の検討
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【経費概算額】※チケット代は大阪・関西万博と同額とした場合

（２） チケット配付の場合 （相模原市立 小中学校全児童生徒） 

① チケット代（団体チケット）
 1１,000人 × ＠1,０00円 ＝  1１,000千円

② バス代

借上げ台数 ３３０台 × ＠１８０，０００円 ＝ ５９，４００千円

＜参考資料＞

※R7年度の小学校4年生、中学校2年生の学級数×大型バスの単価から試算
※単価上昇の可能性、学校によってはリフト付きバスが必要となる場合あり

（１） 学年指定方式の場合 （相模原市立 小４・中２）

① チケット代（通常一日券）

小学生 32,000人 × ＠1,800円 ＝ 57,600千円

中学生 16,000人 × ＠4,200円 ＝ 67,200千円

合  計 １２４，８００千円
※個人参加のためバス代は不要

⇒ ① + ② ＝ ７０，４００千円



10

＜参考資料＞
【予算措置時期】

令和８年１２月補正を想定

＜理由＞

・ 横浜市、神奈川県、近隣市の今後の動向を見ながら事業の
  実施方法を検討する必要があり、令和８年度当初予算への

計上は現実的ではない。

・ 学校単位の場合、バスを確保するため、令和８年１２月に債
  務負担行為設定を行い、早期に契約を行う必要がある。

・ 個人単位の場合、令和９年度当初予算計上では春休み期間
中（３月下旬～４月上旬）に参加することができなくなる。



第１３回 決定会議 議事録                   （様式４） 

 

○開催日 ：令和７年８月１８日 

○開催場所：第１特別会議室 

 

○案件名：２０２７年国際園芸博覧会（ＧＲＥＥＮ×ＥＸＰＯ２０２７）を活用した 

教育プログラムの実施について 

○担当課：市長公室 政策部 政策課、教育局 教育総務課 

 

（庁議構成員） 

■市長公室長 ■総務局長 ■財政局長 □政策部長 ■シビックプライド担当部長 

■財政部長  ■緑区役所副区長  ■中央区役所副区長  ■南区役所副区長 

■政策課長  ■総務法制課長 □財政課長 

 

（担当課） 

■政策課長 ■政策課総括副主幹 ■教育総務課総括副主幹 

 

 
 

（１）主な意見等 

○( 財政局長) 学校単位での参加にする か、 チケッ ト 配付によ る個人参加にするかについては、

いつ頃決定するのか。  

→( 政策課長) 令和８ 年度の第１ 四半期中に決定し 、 ８ 月に庁議に諮り たいと 考えている。   

○( 市長公室長) 横浜市から 提案があっ たと のこ と だが、 横浜市の事業検討の熟度はいかがか。  

→( 教育総務課総括副主幹) 川崎市に状況を聞いたと こ ろ 、 川崎市においては本市と 同じ よ う に

課題を捉えているこ と 、 川崎市が横浜市に検討状況を 共有し た際に、 横浜市と し ても まだ固

まっ た案ではないと いう こ と を確認し ている。  

→( 市長公室長) 学校や児童生徒と いう 相手がある事業である こ と 、 横浜市が事業内容を 固めき

れていないこ と を 踏まえると 、 意思決定と し ては、 実施の方向に軸足を 置く と いっ たこ と に

と どまると 考えるがいかがか。  

→( 政策課長) おっ し ゃ る と おり 、 実施については令和８ 年８ 月の庁議で決定する も のと し てお

り 、 今回の庁議は、 横浜市も 固めき れていない状況と はいえ、 提案があっ た中で、 本市にお

いても 検討を開始するこ と について諮るも のである。  

○( 財政局長) 検討の結果、 実施し ないと いう 判断も あるのか。  

→( 政策課総括副主幹) 横浜市から の提案で議論し ている 状況である が、 他市と 一定程度足並み

を揃えるこ と も 必要と 考えており 、 横浜市以外の市が現実的にでき る状況にないと 判断し た

場合には、 本市も 実施し ない判断を 行う 可能性も ある。 意義のある事業であるこ と は確かで

あるが、 財政面に加え、 教育現場と し てスケジュ ールの負担感は小さ く ないため、 そう し た

メ リ ッ ト デメ リ ッ ト を 踏まえ、学校現場と 調整し ながら 、他市の動向を踏まえ検討し ていく 。 

○( 市長公室長) 頭出し を し ておき ながら 、 最後に実施し ない判断を し た際のハレ ーショ ン を ど

のよう に考えるか。  

→( 教育総務課総括副主幹) 現状は、 校長会において博覧会のチラ シを 配付し 、 事業と し て活用

し ていく 可能性があると いっ た表現にと どめている。  

→( 市長公室長) 表現には充分に気を遣っ ていただき たい。  

 

（２）結 果 

○原案のと おり 承認する。  

 
 


